
 

 
 

 

 

 

2020年 7月 17日 

 

投資信託新ファンド取扱開始のお知らせ 

 

 

筑波銀行（頭取：生田 雅彦、本店：茨城県土浦市）は、7月 20日より下記ファンドの取扱いを開始

しますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．追加ファンド 

フ ァ ン ド 名 

野村未来トレンド発見ファンド A コース（為替ヘッジあり） 

野村未来トレンド発見ファンド B コース（為替ヘッジなし） 

愛称：先見の明 

ファンドの特色 

１．新興国を含む世界各国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を実質的な

主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを

基本とします。 

２．銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長

テーマ*を複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選

定を行います。なお、成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組み入

れ銘柄の変更を行ないます。 

*「新たな価値の創造」、「新興国へのトレンドの広まり」、「社会構造の変化」

の観点から成長テーマの選定を行なうことを基本とします。 

委 託 会 社 野村アセットマネジメント 

委託会社 ： 商号等   野村アセットマネジメント株式会社 

             金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 373 号 

加入協会  一般社団法人投資信託協会 

一般社団法人日本投資顧問業協会 

一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

 

２．取 扱 店   全 店 

          ※つくばのガマぐち支店（インターネット専業支店）を除く 

 

３．取扱開始日   2020 年 7 月 20 日（月） 

 

 

４．商 品 概 要   別紙「商品概要」を参照願います。 

 

以上 

 

 

 

報道機関のお問合せ先 

筑波銀行  総合企画部広報室 

℡ 029－859－8111 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

 



 

 

 

 

【投資信託をご購入される場合の留意点】 

● 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 

● 投資信託は、設定・運用を委託会社が行う商品です。 

● 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。 

● 投資信託は、値動きのある証券（株式、債券など）に投資しますので、市場環境等により基準価額

が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動によ

り損失を被ることがあります。したがって、元本・分配金は保証されているものではなく、基準価

額の変動により損失を被り、投資元本を下回ることがあります。 

● 当行でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。 

● 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあ

ります。 

● 投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。 

● お申込みの際は、最新の「契約締結前交付書面（目論見書および補完書面）」を交付いたしますので、

内容を十分お読みのうえ、ご自身でご判断ください。 

 

商号等   株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第 44 号 

加入協会  日本証券業協会 

 

 



                                                                 2020年7月 

                              商品概要書＜要約版＞ 
                                                         野村アセットマネジメント株式会社 

※実際に購入をご検討頂く際には、交付目論見書において当ファンドの詳細をご確認ください。 

ファンド名 
野村未来トレンド発見ファンド Aコース（為替ヘッジあり）Bコース（為替ヘッジなし） 
＜愛称：先見の明＞ 

商品分類 追加型投信／内外／株式 

主要投資対象        
（対象指数） 

・新興国を含む世界各国の株式（DR（預託証書）※1 を含みます。）を実質的な主要投資対象※2とします。 
※1 Depositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発⾏会社の株式を海外で流通させるために、その会
社の株式を銀⾏などに預託し、その代替として海外で発⾏される証券をいいます。DR は、株式と同様に⾦融商品取引
所などで取引されます。※2 「実質的な主要投資対象」とは、「グローバル・マルチテーマ マザーファンド」を通じて投資する、
主要な投資対象という意味です。 
・償還⾦額等が企業の株式の株価に連動する効果を有するリンク債、⾦融商品取引所に上場（これに準ずるもの 
を含みます。）されている株価指数連動型上場投資信託証券（ETF）ならびに不動産投資信託証券（REIT）およ 
び企業の株式の株価に係るオプションを表⽰する証券または証書も含まれます。 

ファンドの特色 

 
①未来のトレンドを見据え、世界の成長企業の株式に投資 
 先進国から新興国まで、世界各国の株式の中から、成長企業の株式に厳選投資します。 
②中長期の成長が見込まれるテーマを選び、投資銘柄を厳選 
 「新たな価値の創造」「新興国へのトレンドの広まり」「社会構造の変化」を成長テーマを選ぶ上でのポイントとします。 
 銘柄選定においては、市場環境やマクロ経済動向も加味します。 
③成長テーマや投資配分を機動的に見直し 
 魅力的な新しい成長テーマの発見に継続的に取り組む一方で、期待した成長ストーリーの変化にも柔軟に対応します。 

主な投資制限 
・株式への投資割合：株式への実質投資割合には制限を設けません。 
・外貨建資産への投資割合：外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 
・デリバティブの利⽤：デリバティブの利⽤はヘッジ目的に限定しません。 

信託期間 2025年11月14日 

購入単位 1 万円以上1 円単位            

解約単位・解約価額 1円以上1 円単位。換⾦申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額。 

申込不可日 
販売会社の営業日であっても、申込日当日が、下記のいずれかの休場日に該当する場合には、原則、購入、換⾦の各
お申込みができません。・ロンドン証券取引所 ・ニューヨーク証券取引所 

収益分配時期       
及び分配方法 

原則、毎年11 月14 日（休業日の場合は翌営業日）に分配を⾏ないます。 
分配⾦額は、分配対象額の範囲内で、原則として基準価額⽔準等を勘案して委託会社が決定します。 

販売手数料 購入価額に3.3%（税抜3.0%）を乗じて得た額 

信託報酬 
年1.705％（税抜年1.55％） 
（委託会社：年0.75％、販売会社：年0.75％、受託会社：年0.05％） 

信託財産留保額 換⾦時に、基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1⼝あたりに換算して、換⾦する⼝数に応じてご負担いただきます。 

償還条項 各ファンドにつき、受益権⼝数が30 億⼝を下回った場合等は、償還となる場合があります。 

信託⾦限度額 各ファンドにつき、1 兆円 

申込期間 
2020 年2 月1 日から2021 年1 月29 日まで 
＊申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

当初設定日 
（「Aコース（為替ヘッジあり）」 ： 2017年6月2日設定） 
（「Bコース（為替ヘッジなし）」 ： 2015年11月27日設定） 

受託銀⾏ 野村信託銀⾏ 


